
政
令
第

号

商
品
先
物
取
引
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
商
品
先
物
取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
百
二
十
条
の
三
及
び
第
二
百
四
十
条
の
十
九

に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

商
品
先
物
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
掲
示
す
る
方
法
又
は
勧
誘
方
針
を
閲
覧
に
供
す
る
方
法
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す

る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
」
を
「
掲
示
し
、
又
は
閲
覧
に
供
す
る
方
法
及
び
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
勧
誘

方
針
を
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
法
第
百
九
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
を
い
う
。

第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
並
び
に
商
品
先
物
取
引
業
者
が
そ
の
本
店
等
以

外
の
支
店
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
（
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
外
国
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ

つ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
従
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
。
以
下
「
支
店
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
商
品
取
引
契
約
の
締
結
を

行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
商
品
取
引
契
約
の
締
結
を
行
う
支
店
等
ご
と
に
、
勧
誘
方
針
を
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
、
又
は
閲



覧
に
供
す
る
」
に
改
め
、
各
号
を
削
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
掲
示
す
る
方
法
又
は
勧
誘
方
針
を
閲
覧
に
供
す
る
方
法
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す

る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
」
を
「
掲
示
し
、
又
は
閲
覧
に
供
す
る
方
法
及
び
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
勧
誘

方
針
を
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
並
び
に
商
品
先
物
取
引
仲
介
業

者
が
そ
の
支
店
等
に
お
い
て
商
品
先
物
取
引
仲
介
行
為
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
商
品
先
物
取
引
仲
介
行
為
を
行
う
支
店
等

ご
と
に
、
勧
誘
方
針
を
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
、
又
は
閲
覧
に
供
す
る
」
に
改
め
、
各
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。


